お子さんが生まれた時は、「被扶養者異動届」が必要となりますが、同時に健保より次の一時金が支給されます。


●被保険者が出産したとき
■出産育児一時金 
　妊娠4ヵ月以上（85日）経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として350,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶（単なる経済的な理由による場合は対象外）のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。


■出産手当金 
　出産のために仕事を休み、その期間賃金が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産予定日前42日（多胎妊娠は98日・予定日より遅れたときは、その期間延長）と出産の日後56日間を期限とした休んだ日分です。
支給額は、1日について標準報酬日額の2/3相当で、正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。 
　なお、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときの出産手当金の制度は、2007.4.1に廃止されましたが、その経過措置は次のとおりです。

	　　
	被保険者としての加入期間が1年以上ある人が退職した場合、在職中に出産手当金の対象期間（産前期間等）が数日でも該当する場合は、退職後（資格喪失後）の期間も引き続き出産手当金が支給されます。


	
	· 出産手当金と傷病手当金 
　出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。 
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
· 平成１９年４月１日から施行された健康保険の改正により、同日以降は原則として、任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金も支給されず、また資格喪失後６カ月以内に分娩しても出産手当金は支給されません。



●被扶養者が出産したとき
　条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として350,000円が支給されます。
